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産　業生活、年金

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域

に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活

性
化
に
関
す
る
法
律(

略
称：

企
業
立

地
促
進
法)
に
基
づ
く
、
市
の
地
域
産

業
活
性
化
計
画(

基
本
計
画)

が
、
国
の

同
意
を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
市
は
、
国
の
支
援

策
を
活
用
し
な
が
ら
、
環
境
産
業
や

バ
イ
オ
産
業
、
高
度
モ
ノ
づ
く
り
産

業
の
企
業
立
地
や
事
業
高
度
化
支
援

に
取
り
組
み
ま
す
。

◆
支
援
策
の
対
象
と
な
る
企
業

新
し
く
市
内
に
事
業
場
の
新
増
設

を
行
う
企
業
、
ま
た
は
、
市
内
に
立

地
し
て
い
る
企
業
で
新
商
品
開
発
や

新
た
な
生
産
方
式
の
導
入
、
生
産
コ

ス
ト
の
大
幅
低
減
等
生
産
性
を
高
め

る
た
め
の
設
備
増
設
等
、
事
業
高
度

化
を
行
う
企
業
。

◆
支
援
内
容

企
業
立
地
計
画
や
事
業
高
度
化
計

画
の
承
認
を
受
け
た
事
業
者
が
、
計

画
に
沿
っ
た
設
備
投
資
を
行
う
場
合

に
、
特
別
償
却
の
活
用
や
人
材
確
保

の
た
め
の
支
援
等
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
滋
賀
県
を
は
じ
め
、
長
浜

商
工
会
議
所
や
浅
井
・
び
わ
両
商
工

会
、
長
浜
バ
イ
オ
大
学
、
バ
イ
オ
ビ

ジ
ネ
ス
創
出
研
究
会
な
ど
各
機
関
・

団
体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
企
業

立
地
や
事
業
高
度
化
支
援
に
取
り
組

む
ほ
か
、
長
浜
市
企
業
立
地
促
進
条

例
に
基
づ
く
助
成
金
に
よ
る
支
援
等

を
行
い
ま
す
。

税
制
上
の
特
例
措
置

●
企
業
立
地
促
進
税
制

企
業
立
地
計
画
に
沿
っ
た
設
備
投

資
を
行
う
事
業
者
は
、
特
別
償
却
の

活
用
が
可
能
。

・
機
械
な
ど：

特
別
償
却
15
％

・
建
物
な
ど：

特
別
償
却
８
％

長
浜
市
か
ら
の
支
援

●
長
浜
市
企
業
立
地
促
進
条
例

①
市
長
の
指
定
を
受
け
た
事
業
者
に

対
し
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

・
工
場
等
立
地
促
進
助
成
金：

固
定

資
産
税
額
相
当
額
に
年
次
ご
と
の

助
成
率
を
か
け
た
額

・
雇
用
促
進
助
成
金：

新
規
常
用
雇

用
者
数
に
応
じ
た
額

②
対
象
の
固
定
資
産
税
に
対
し
、
不

均
一
課
税
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

社会保険庁からのお知らせ
国民年金保険料の納付は口座振替の１年前納がお得！
国民年金保険料の納付は、口座振替で前納(将来

分をまとめて納付)すると、保険料の割引があり大
変お得です。

◆口座振替をした場合の保険料額
※平成19年度額で算出、平成20年度の保険料は２月に告示予定。

①１年分を前納した場合
(４月から翌年３月分までを４月末に振替え)
前納保険料額：165,650円　 年間3,550円お得
②６か月分を前納した場合
(４月から９月分までを４月末に、また10月から
翌年３月分までを10月末に振替え)
前納保険料額：83,640円×２回 年間1,920円お得

手続きは、口座振替を希望される金融機関または
彦根社会保険事務所へ。

平成20年４月分から口座振替で前納を希望され
る場合は、２月末までに手続きをしてください。

クレジットカードによる納付が２月１日にスタート！
平成20年３月分から国民年金保険料のクレジッ

トカードによる納付を開始します。納付方法は、毎
月納付(割引なし)、１年分前納、６か月分前納の３
種類です。１年分・６か月分前納の場合の割引額は
納付書での前納と同額です。(割引額は口座振替の
方がお得です。)
手続きは、彦根社会保険事務所または保険医療課へ。

予約制窓口相談
●第２土曜の年金相談
【と　き】２月 ９日(土) ９時～15時30分
【ところ】彦根社会保険事務所(彦根市外町169-6)

●１日社会保険事務所
【と　き】３月19日(水) 10時～15時30分
【ところ】長浜商工会議所２階
予約専用7０７４９－２３－５４８９

お
問
合
せ
は
、
企
業
立
地
推
進
課

(

7
X
６
５
２
０)

へ
。

田村駅東駐輪場
定期利用の申込みを

２月12日(火)から受付けます！

【料　金】自転車 １か月：2,000円
３か月：5,700円
※１日利用の場合100円

バイク １か月：2,800円
(125cc以下) ３か月：7,800円

※１日利用の場合150円
【利用時間】午前５時30分～午後11時30分
【募集台数】318台(先着順)
【受付場所】田村駅東駐輪場管理事務所

お問合せは、長浜地域整備㈱(市民協働
課内7X８７１１)へ。

年金に関するお問合せは、彦根社会保険事務所へ。
●受給について
年金給付課(70749-23-1116)
●納付・免除について
国民年金業務課(70749-23-1114) お申込み・お問合せは、滋賀県商工観光労働部労政

能力開発課(7077-528-3751)へ。

お問合せは、彦根労働基準監督署(70749-
22-0654)、または滋賀労働局賃金室
(7077-522-6654)へ。

【
必
要
書
類
】
申
請
書
と
添
付
書
類

◆
添
付
書
類

・
成
年
被
後
見
人
、
破
産
者
、
被
保

佐
人
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書

類(

身
分
証
明
書)

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
ま
た
は

外
国
人
登
録
済
証
明
書

・
申
請
者
ま
た
は
代
表
者
の
経
歴
書

・
商
業
登
記
事
項
証
明
書
と
定
款
の

写
し(

法
人
の
場
合)

・
営
業
所
の
付
近
見
取
り
図
、
平
面
図
、

写
真(

全
景
と
事
務
所
内
の
２
枚)

・
責
任
技
術
者
名
簿(

様
式
第
２
号)

・
工
事
の
施
工
に
必
要
な
設
備
や
器

材
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

【
手
数
料
】
１
万
円

【
受
付
期
間
】
３
月
３
日(

月)

か
ら

３
月
12
日(

水)

ま
で

【
受
付
場
所
】
上
下
水
道
課(

東
別
館
３
階)

市
の
地
域
産
業
活
性
化
計
画(

基
本
計
画)

が
国
の
同
意
を
受
け
ま
し
た

ワーク・ライフ・バランス
推進企業を募集！

滋賀県では、「子育てしやすい
職場」、「男女がともに働きやす
い職場」など、仕事と生活の調
和(ワーク・ライフ・バランス)の
実現に向けた職場環境づくりに
積極的に取り組んでおられる企
業を奨励・支援し、その取り組
みを広く紹介するため、登録企業を募集しています。

【対象企業】
県内の「一般事業主行動計画」を策定している企業
※個人事業主や医療法人、学校法人なども対象となります。

【登録のメリット】
①県のホームページ・刊行物などによる取組紹介
②労働行政情報や各種セミナーの開催案内、子育て情
報等の提供

③行動計画の実践や次回の行動計画策定支援のための
アドバイザーの派遣

【産業別最低賃金】 平成19年12月21日発効

【滋賀県最低賃金】 平成19年10月25日発効

紡績業、その他の織物業、染色整理業、
その他の繊維工業

繊維工業(ねん糸製造業、織物業、綱・
網製造業、レース・繊維雑品製造業)

ガラス・同製品、セメント・同製品、
衛生陶器、炭素・黒鉛製品製造業

製鋼・製鋼圧延業、鋼材、鉄素形材、
鋳鉄管製造業

一般機械器具製造業

電気機械器具、情報通信機械器具、電
子部品・デバイス製造業

自動車・同附属品製造業

計量器・測定器・分析機器、試験機、
光学機械器具・レンズ製造業

各種商品小売業

７１８円

６９６円

７９５円

７７５円

７９７円

７７８円

７９８円

７８４円

７２７円

滋賀県最低賃金 ６７７円

お
申
込
み
・
お
問
合
せ
は
、
上
下
水

道
課(

7
X
１
６
０
０)

へ
。
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時間額

時間額

市
下
水
道
排
水
設
備
工
事

施
工
指
定
業
者
の
申
請
を
受
付
け
ま
す


